
【令和５年度】

契約の名称 契約の内容 契約相手の名称 契約締結日 契約⾦額 履⾏期限または期間 契約の相手⽅とした理由 担当課

北本市表彰表彰状⽑筆筆耕業務 表彰状筆耕 公益財団法⼈　北本市シル
バー⼈材センター R05.11.01 21,344円 R05.11.15

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー⼈材セ
ンターであるから（地⽅⾃治法施⾏令第１６７
条の２第１項第３号に該当）

市⻑公室

北本駅東⻄⾃由通路及び北本駅⻄⼝ビル等
日常清掃業務委託 清掃業務 公益財団法⼈　北本市シル

バー⼈材センター R05.04.01 5,686,321円 R06.03.31
北本市内に本拠を置く（公社）シルバー⼈材セ
ンターであるから（地⽅⾃治法施⾏令第１６７
条の２第１項第３号に該当）

総務課

北本駅⻄⼝ビル及び昇降機管理業務委託 管理業務 公益財団法⼈　北本市シル
バー⼈材センター R05.04.01 9,088,318円 R06.03.31

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー⼈材セ
ンターであるから（地⽅⾃治法施⾏令第１６７
条の２第１項第３号に該当）

総務課

普通財産地草刈業務 除去業務 公益財団法⼈　北本市シル
バー⼈材センター R05.05.01 128,217円 R05.05.31

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー⼈材セ
ンターであるから（地⽅⾃治法施⾏令第１６７
条の２第１項第３号に該当）

総務課

普通財産地草刈業務 除去業務 公益財団法⼈　北本市シル
バー⼈材センター R05.07.03 156,526円 R05.07.31

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー⼈材セ
ンターであるから（地⽅⾃治法施⾏令第１６７
条の２第１項第３号に該当）

総務課

普通財産地草刈業務 除去業務 公益財団法⼈　北本市シル
バー⼈材センター R05.08.31 174,508円 R05.09.29

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー⼈材セ
ンターであるから（地⽅⾃治法施⾏令第１６７
条の２第１項第３号に該当）

総務課

放置⾃転⾞整理業務委託 ⾃転⾞整理業務 公益財団法⼈　北本市シル
バー⼈材センター R05.04.01 1,341,919円 R06.03.31

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー⼈材セ
ンターであるから（地⽅⾃治法施⾏令第１６７
条の２第１項第３号に該当）

くらし安全課

ねぷた倉庫⽤地及び東光寺（⽯⼾蒲ザク
ラ）前市有地除草業務 除草業務 公益財団法⼈　北本市シル

バー⼈材センター R05.05.15 260,844円 R05.06.01〜
R05.10.31

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー⼈材セ
ンターであるから（地⽅⾃治法施⾏令第１６７
条の２第１項第３号に該当）

産業観光課

北本市農業ふれあいセンター緑地管理業務委
託 除草業務 公益財団法⼈　北本市シル

バー⼈材センター R05.04.01 14,786円 R05.04.01〜
R05.05.15

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー⼈材セ
ンターであるから（地⽅⾃治法施⾏令第１６７
条の２第１項第３号に該当）

産業観光課

北本市農業ふれあいセンター緑地管理業務委
託 除草業務 公益財団法⼈　北本市シル

バー⼈材センター R05.05.31 14,786円 R05.05.31〜
R05.06.30

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー⼈材セ
ンターであるから（地⽅⾃治法施⾏令第１６７
条の２第１項第３号に該当）

産業観光課

地⽅⾃治法施⾏令第167条の2第1項第3号に基づく随意契約の締結結果
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北本市農業ふれあいセンター緑地管理業務委
託 除草業務 公益財団法⼈　北本市シル

バー⼈材センター R05.07.26 14,786円 R05.07.26〜
R05.08.18

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー⼈材セ
ンターであるから（地⽅⾃治法施⾏令第１６７
条の２第１項第３号に該当）

産業観光課

北本市農業ふれあいセンター緑地管理業務委
託 除草業務 公益財団法⼈　北本市シル

バー⼈材センター R05.10.03 14,786円 R05.10.03〜
R05.10.18

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー⼈材セ
ンターであるから（地⽅⾃治法施⾏令第１６７
条の２第１項第３号に該当）

産業観光課

北本市農業ふれあいセンター緑地管理業務委
託 除草業務 公益財団法⼈　北本市シル

バー⼈材センター R05.12.04 39,656円 R05.12.04〜
R06.01.19

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー⼈材セ
ンターであるから（地⽅⾃治法施⾏令第１６７
条の２第１項第３号に該当）

産業観光課

第１号訪問事業（訪問型サービスＡ）業務
委託 訪問介護サービス業務 公益財団法⼈　北本市シル

バー⼈材センター R05.04.01 436,468円 R06.03.31
北本市内に本拠を置く（公社）シルバー⼈材セ
ンターであるから（地⽅⾃治法施⾏令第１６７
条の２第１項第３号に該当）

高齢介護課

芝刈り・低木剪定委託 芝刈・低木剪定業務 公益財団法⼈　北本市シル
バー⼈材センター R05.05.30 39,816円 R05.05.30

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー⼈材セ
ンターであるから（地⽅⾃治法施⾏令第１６７
条の２第１項第３号に該当）

児童発達支援センター

芝刈り・低木剪定委託 芝刈・低木剪定業務 公益財団法⼈　北本市シル
バー⼈材センター R05.10.18 61,954円 R05.10.18

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー⼈材セ
ンターであるから（地⽅⾃治法施⾏令第１６７
条の２第１項第３号に該当）

児童発達支援センター

中丸１丁目緑地除草業務委託 除草業務 公益財団法⼈　北本市シル
バー⼈材センター R05.06.27 70,302円 R05.07.20

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー⼈材セ
ンターであるから（地⽅⾃治法施⾏令第１６７
条の２第１項第３号に該当）

都市計画課

下⽯⼾５丁目緑地除草業務委託 除草業務 公益財団法⼈　北本市シル
バー⼈材センター R05.08.22 43,680円 R05.08.31

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー⼈材セ
ンターであるから（地⽅⾃治法施⾏令第１６７
条の２第１項第３号に該当）

都市計画課

中丸１丁目緑地除草業務委託（その２） 除草業務 公益財団法⼈　北本市シル
バー⼈材センター R05.11.13 59,656 R05.11.27

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー⼈材セ
ンターであるから（地⽅⾃治法施⾏令第１６７
条の２第１項第３号に該当）

都市計画課

北本市屋外広告物(簡易広告物)除去作業
業務委託 除去作業 公益財団法⼈　北本市シル

バー⼈材センター R05.04.01 223,596円 R06.03.31
北本市内に本拠を置く（公社）シルバー⼈材セ
ンターであるから（地⽅⾃治法施⾏令第１６７
条の２第１項第３号に該当）

建設課
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EM活性液購入 EM活性液購入
北本市⽴あすなろ学園
（社会福祉法⼈　埼玉県社
会福祉事業団）

R05.05.11 33,000円 R05.05.31

北本市内に設⽴された障害者総合支援法に規
定する障害者支援施設等であるから（地⽅⾃治
法施⾏令第１６７条の２第１項第３号に該
当）

教育総務課

EM活性液購入 EM活性液購入
北本市⽴あすなろ学園
（社会福祉法⼈　埼玉県社
会福祉事業団）

R05.10.23 77,000円 R05.12.15

北本市内に設⽴された障害者総合支援法に規
定する障害者支援施設等であるから（地⽅⾃治
法施⾏令第１６７条の２第１項第３号に該
当）

教育総務課

市⽴教育センター清掃業務委託 施設の清掃 公益財団法⼈　北本市シル
バー⼈材センター R05.07.01 268,019円 R06.03.31

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー⼈材セ
ンターであるから（地⽅⾃治法施⾏令第１６７
条の２第１項第３号に該当）

学校教育課

堀の内集会所清掃業務委託 清掃業務 公益財団法⼈　北本市シル
バー⼈材センター R05.04.01 260,000円 R05.04.01〜

R06.03.31

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー⼈材セ
ンターであるから（地⽅⾃治法施⾏令第１６７
条の２第１項第３号に該当）

生涯学習課

堀の内集会所外トイレ鍵の開閉及び清掃業
務委託

外トイレ鍵の閉会及び清
掃業務

公益財団法⼈　北本市シル
バー⼈材センター R05.04.01 108,991円 R05.04.01〜

R06.03.31

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー⼈材セ
ンターであるから（地⽅⾃治法施⾏令第１６７
条の２第１項第３号に該当）

生涯学習課

栄市⺠活動交流センター（旧栄⼩学校）清
掃業務委託契約 清掃業務 公益財団法⼈　北本市シル

バー⼈材センター R05.04.01 356,765 R05.04.01〜
R05.06.30

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー⼈材セ
ンターであるから（地⽅⾃治法施⾏令第１６７
条の２第１項第３号に該当）

生涯学習課

令和5年度　旧給⾷センター除草業務委託 除草業務 公益財団法⼈　北本市シル
バー⼈材センター R05.07.06 70,035円 R05.08.31

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー⼈材セ
ンターであるから（地⽅⾃治法施⾏令第１６７
条の２第１項第３号に該当）

文化財保護課

令和5年度　⽯⼾蒲ザクラ駐⾞場除草業務
委託 除草業務 公益財団法⼈　北本市シル

バー⼈材センター R05.08.10 62,130円 R05.09.29
北本市内に本拠を置く（公社）シルバー⼈材セ
ンターであるから（地⽅⾃治法施⾏令第１６７
条の２第１項第３号に該当）

文化財保護課

選挙公報配布業務 選挙公報配布 公益財団法⼈　北本市シル
バー⼈材センター R05.07.20 454,162円 R05.08.04

北本市内に本拠を置く（公社）シルバー⼈材セ
ンターであるから（地⽅⾃治法施⾏令第１６７
条の２第１項第３号に該当）

選挙管理委員会事務局
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